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指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 
 

当社は、平成28年２月25日開催の取締役会において、任意の委員会である指名・報酬委員会の設置に

ついて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．指名・報酬委員会設置の目的 

社外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会において、取締役等の人事や報酬等を審議すること

により、これらの事項に関する客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一

層の強化を図ることを目的としております。 

 

２．指名・報酬委員会の役割 

指名・報酬委員会は、次の事項について、審議 ・答申 および取締役会 から授権された事項の決議

を行います。 
（取締役等の人事に関する事項） 

(1)取締役候補の選任および取締役の解任に関する株主総会議案 
(2)代表取締役、取締役社長の選定・解職 
(3)執行役員の選任・解任 
(4)役付執行役員の選定・解職 

（取締役等の報酬に関する事項） 

(1) 取締役等が受ける報酬等の基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 

(2) 取締役等の個人別評価ならびに報酬等 

(3) 上記の他、必要と判断した事項 

 

 

以上 


